
改正後 改正前 

福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 

         

     最終改正 令和３年１月２９日 

 

福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 

         

     最終改正 令和２年４月１日 

 

附則 附則 

  

(経過措置) 

 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下

「施行日」という。）から以降に契約する建設工

事から適用し、施行日以前に契約した建設工事

は、なお従前の例による。 

(経過措置) 

 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施

行日」という。）から以降に契約する建設工事か

ら適用し、施行日以前に契約した建設工事は、な

お従前の例による。 

(名称変更) 

 この要綱による改正前の福島市元請・下請関係

適正化指導要綱(平成１１年４月１日施行)を、こ

の要綱による改正後の福島市建設工事元請・下請

関係適正化指導要綱に名称変更する。 

附則 

この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

 

 

(名称変更) 

 この要綱による改正前の福島市元請・下請関係適

正化指導要綱(平成１１年４月１日施行)を、この

要綱による改正後の福島市建設工事元請・下請関

係適正化指導要綱に名称変更する。 

 

（改正内容） 

様式第 2 号 

  参考様式第 1 号 

  参考様式第 5号の 1 ㊞ 削除 

 

  
  



  
  

  
  

 


